
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第２０６号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１１月３０日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 広島県広島市大
おお

カクマ島南岸沖 

 広島港似
にの

島
しま

家下
や じ た

防波堤北灯台から真方位２６２°２,７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.６７′ 東経１３２°２４.０９′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ルイ、５トン未満（長さ６.６２ｍ） 

 ２７０－４１２９７広島、有限会社中村物流 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）

２人を乗せ、広島港にある広島県廿日市市の係留地を出発し、手動操

舵で広島市似島南西方沖の釣り場に向けて南東進中、平成２６年１１

月３０日０５時３０分ごろ、大カクマ島南岸沖の干出浜（岩）に乗り

揚げた。 

 船長は、海上保安庁に通報を行い、来援した巡視艇に同乗者２人と

共に移乗し、係留地に帰った。 

 本船は、船舶所有者が手配した船によって高潮時に引き出され、係

留地に帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 ２１４cm 

日出時刻：０６時５７分ごろ 

 その他の事項  海図Ｗ１１１２Ｂ（広島港西部）によれば、大カクマ島南岸から南

方約１３０ｍにかけて干出浜（岩）が拡延している。 

 船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッター画面に等深線を表示させて

いたが、ＧＰＳプロッターの画面を見ながら操船すると、船首方が見

えにくいので、ＧＰＳプロッターの画面を見ないで操船していた。 

 船長は、本船で大カクマ島付近を航行した経験が多数あったが、夜

間に航行した経験は２回であり、ＧＰＳプロッターの操作方法をよく

知らず、ＧＰＳプロッターの画面の輝度調整を行ったことがなかっ

た。 

 本船の船尾喫水は、約１.０ｍであった。 



 船長は、大カクマ島南岸沖に干出浜（岩）があることを知っていた

が、これまで他の島の近くを航行する場合、岸から約５０ｍ離してい

れば、安全に航行できたので、大カクマ島南岸から約５０ｍ離してい

れば、安全に航行できると思った。 

 船長及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大カクマ島南岸沖を南東進中、船長が、大カクマ島南岸沖

の干出浜（岩）の拡延状況を知らなかったことから、それまでの経験

に基づき、陸岸から約５０ｍ離していれば安全に航行できると思い、

大カクマ島南岸の約５０ｍ沖を航行し、同干出浜（岩）に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大カクマ島南岸沖を南東進中、船長が、

大カクマ島南岸沖の干出浜（岩）の拡延状況を知らなかったため、そ

れまでの経験に基づき、陸岸から約５０ｍ離していれば安全に航行で

きると思い、大カクマ島南岸の約５０ｍ沖を航行し、同干出浜（岩）

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海図及びＧＰＳプロッターを適切に活用し、航行経路の水路状況

を確認しておくこと。 

 ・備えているＧＰＳプロッター等の機器類の操作方法を調べておく

こと。 

 


